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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マンホール、共同溝などの埋設物の壁部に地中側と前記埋設物内とを連通する貫通孔を
形成し、該貫通孔に前記地中側から前記埋設物内への水の流れを許容し、前記埋設物内か
ら前記地中側への水の流れを常時遮断する逆止弁を配設した埋設物浮上防止構造において
、
　前記逆止弁の弁体に弾性部材を設け、該弾性部材が前記地中に生じる一定以上の圧力に
抗して前記逆止弁を開弁するように構成するとともに、前記逆止弁のケースを、前記貫通
孔に固定される外筒と、該外筒内に着脱自在に取付けられ、かつ内部に前記弁体が設けら
れる内筒とで構成し、前記逆止弁の交換時に、前記内筒のみを前記埋設物から外せるよう
に構成したことを特徴とする埋設物浮上防止構造。
【請求項２】
　マンホール、共同溝などの埋設物の底壁部に地中側と前記埋設物内とを連通する貫通孔
を形成し、該貫通孔に前記地中側から前記埋設物内への水の流れを許容し、前記埋設物内
から前記地中側への水の流れを常時遮断する逆止弁を配設した埋設物浮上防止構造におい
て、
　前記逆止弁の弁体が流通路に載置された重量物であって、前記弁体が前記地中に生じる
一定以上の圧力に抗して前記逆止弁を開弁するように構成するとともに、前記逆止弁のケ
ースを、前記貫通孔に固定される外筒と、該外筒内に着脱自在に取付けられ、かつ内部に
前記弁体が設けられる内筒とで構成し、前記逆止弁の交換時に、前記内筒のみを前記埋設
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物から外せるように構成したことを特徴とする埋設物浮上防止構造。
【請求項３】
　マンホール、共同溝などの埋設物の壁部に地中側と前記埋設物内とを連通する貫通孔を
形成し、該貫通孔に前記地中側から前記埋設物内への水の流れを許容し、前記埋設物内か
ら前記地中側への水の流れを常時遮断する逆止弁を配設した埋設物浮上防止構造において
、
　前記逆止弁の弁体が流通路を閉塞する栓状物であって、前記逆止弁と前記弁体とが前記
地中に生じる一定以上の圧力に抗して前記逆止弁を開弁するように構成するとともに、前
記逆止弁のケースを、前記貫通孔に固定される外筒と、該外筒内に着脱自在に取付けられ
、かつ内部に前記弁体が設けられる内筒とで構成し、前記逆止弁の交換時に、前記内筒の
みを前記埋設物から外せるように構成したことを特徴とする埋設物浮上防止構造。
【請求項４】
　前記逆止弁の前記地中側に土砂の流入を遮断するフィルターを設けたことを特徴とする
請求項１～３のいずれか１項に記載の埋設物浮上防止構造。
【請求項５】
　前記逆止弁を着脱可能にした保持部材を前記壁部に設けたことを特徴とする請求項１～
４のいずれか１項に記載の埋設物浮上防止構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、下水道用のマンホールや共同溝などの地下埋設物が地震時における地盤の液
状化現象によって、マンホールや共同溝などの浮上がりを防止する埋設物浮上防止構造に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　地震時には地盤の液状化現象が生じることがあり、マンホールなどの地下埋設物が、液
状化現象によって浮上する現象が生じている。浮上の原因は、マンホールの見かけの比重
が小さいため、液状化の程度に応じて浮き上がるからである。マンホールが浮上すると、
下水管路の流水勾配が損われるばかりでなく、浮上が甚だしい場合には管路の機能を失っ
てしまうという問題があった。
【０００３】
　従来、マンホールなどの浮上を防止するため、マンホールの底部や側部を砕石などの材
料で囲む方法や、地盤にドレーンを施して、過剰間隙水圧の上昇を抑制する方法がある。
　特開平８－１７０３４９号公報（以下、特許文献１とする）に開示された技術では、マ
ンホールの周壁に外水をマンホール内に流入させる通水孔を設け、マンホールの周囲の埋
め戻し土砂を充填する位置の周囲に、マンホールと埋め戻し土砂を囲むようにしてジオテ
キスタイルを埋設している。そして、ジオテキスタイルとマンホールとの間に、埋め戻し
土砂を十分に締め固めるようにしている。
　こうした技術は、埋め戻し土砂に含まれる地盤中の水が通水孔を通ってマンホール内に
流入するため地盤が締め固まる一方、地震時の振動によって地盤の間隙水圧の上昇があっ
ても、マンホールの周囲は液状化が生じ難く、また液状化が生じても、ジオテキスタイル
に囲まれた土砂は流動が阻止され、これらの相互作用によって、マンホールの浮き上がり
が防止される。
【特許文献１】特開平８－１７０３４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の工法では、大規模の工事を必要とし、費用が高額になり、既設の
マンホールに対しては適用できなかった。また、マンホールの壁部に孔を設ける方法では
、液状化現象の発生時にマンホール内部に外部からの砂が流入する問題点がある。
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　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、マンホールなどの地下埋設
物の底壁部又は側面に、埋設物の内部（あるいは外部）からの小規模の工事で取付けるこ
とができ、また製品の製造時に組込むことができる構造であって、液状化現象時の地中に
おける過剰間隙水圧の上昇を防ぎ、かつ地下埋設物の外部にある土砂を地下埋設物の内部
に流入させることのない埋設物浮上防止構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上記目的を達成するために、地中に埋設された、または地中に埋設される前
のマンホール（以下、これらを単にマンホールという）の壁部に地中側と前記マンホール
内とを連通する貫通孔を形成し、該貫通孔に前記地中側から前記マンホール内への水の流
れを許容し、前記マンホール内から前記地中側への水の流れを常時遮断する逆止弁を配設
した埋設物浮上防止構造において、前記逆止弁の弁体に弾性部材を設け、該弾性部材が前
記地中に生じる一定以上の圧力に抗して前記逆止弁を開弁するように構成するとともに、
前記逆止弁のケースを、前記貫通孔に固定される外筒と、該外筒内に着脱自在に取付けら
れ、かつ内部に前記弁体が設けられる内筒とで構成し、前記逆止弁の交換時に、前記内筒
のみを前記マンホールから外せるように構成した。
　また、本発明はマンホールの底壁部に地中側と前記マンホール内とを連通する貫通孔を
形成し、該貫通孔に前記地中側から前記マンホール内への水の流れを許容し、前記マンホ
ール内から前記地中側への水の流れを常時遮断する逆止弁を配設した埋設物浮上防止構造
において、前記逆止弁の弁体が流通路に載置された重量物であって、前記弁体が前記地中
に生じる一定以上の圧力に抗して前記逆止弁を開弁するように構成するとともに、前記逆
止弁のケースを、前記貫通孔に固定される外筒と、該外筒内に着脱自在に取付けられ、か
つ内部に前記弁体が設けられる内筒とで構成し、前記逆止弁の交換時に、前記内筒のみを
前記マンホールから外せるように構成した。
　さらに、本発明はマンホールの底壁部に地中側と前記マンホール内とを連通する貫通孔
を形成し、該貫通孔に前記地中側から前記マンホール内への水の流れを許容し、前記マン
ホール内から前記地中側への水の流れを常時遮断する逆止弁を配設した埋設物浮上防止構
造において、前記逆止弁の弁体が流通路を閉塞する栓状物であって、前記逆止弁と前記弁
体とが前記地中に生じる一定以上の圧力に抗して前記逆止弁を開弁するように構成すると
ともに、前記逆止弁のケースを、前記貫通孔に固定される外筒と、該外筒内に着脱自在に
取付けられ、かつ内部に前記弁体が設けられる内筒とで構成し、前記逆止弁の交換時に、
前記内筒のみを前記マンホールから外せるように構成した。
　上記発明は、前記逆止弁の前記地中側に土砂の流入を遮断するフィルターを設けること
ができ、また、前記逆止弁を着脱可能にした保持部材を前記壁部に設けることができる。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、地中に埋設された、又は埋設されるべきマンホール、共同溝など埋設
物の壁部に地中側と前記マンホール内とを連通する貫通孔を形成し、該貫通孔に前記地中
側から前記マンホール内への水の流れを許容し、前記マンホール内から前記地中側への水
の流れを常時遮断する逆止弁を配設した埋設物浮上防止構造において、前記逆止弁の弁体
に弾性部材を設け、該弾性部材が前記地中に生じる一定以上の圧力に抗して前記逆止弁を
開弁するように構成し、あるいは、前記逆止弁の弁体が流通路に載置された重量物であっ
て、前記弁体が前記地中に生じる一定以上の圧力に抗して前記逆止弁を開弁するように構
成し、あるいは、前記逆止弁の弁体が流通路を閉塞する栓状物であって、前記逆止弁と前
記弁体とが前記地中に生じる一定以上の圧力に抗して前記逆止弁を開弁するように構成す
るとともに、前記逆止弁のケースを、前記貫通孔に固定される外筒と、該外筒内に着脱自
在に取付けられ、かつ内部に前記弁体が設けられる内筒とで構成し、前記逆止弁の交換時
に、前記内筒のみを前記マンホールから外せるように構成したので、地震で液状化現象が
生じても、逆止弁が作動してマンホールの浮力を小さくしマンホールの浮上を抑制するこ
とができる。また、逆止弁にフィルターを配設することで、粒子の大きい土砂をマンホー
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ル内に流入させることを防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明の埋設物浮上防止構造の第１の実施の形態について図面を参照しながら説
明する。
　図１は、地中に埋設されるマンホール１を示す。
　マンホール１のコンクリート部分であるマンホール本体２は、例えば、円筒状のプレキ
ャストコンクリートブロックを積み上げて構成する。マンホール本体２は底部に底版３を
設け、底版３上にインバートブロック４を設け、インバート４ａの両端部には、下水道管
５（図１０参照）を接続し、排水を流通させる。
【０００８】
　マンホール本体２は、円筒状の胴部ブロック６を複数（図面では１つ）積み上げ、その
上に、片側をテーパー状に傾斜させた筒状の上部ブロック７を積み上げている。上部ブロ
ック７の上部にリング状の開口部ブロック８を載置し、この開口部ブロック８の上端開口
部に上蓋９が嵌められる。マンホール本体２は、胴部ブロック６、上部ブロック７及び開
口部ブロック８により、側（周）壁２ａが形成され、上蓋９の上面が地表面１０と同じ高
さになるように地中１１に埋設される。
【０００９】
　胴部ブロック６には、マンホール本体２内と地中１１とを連通する複数の横孔１２が形
成されている。マンホール本体２の底版３及びインバートブロック４を貫通し、マンホー
ル本体２と地中１１とを連通する複数の縦孔１３が形成されている。これらの孔１２，１
３は、地盤の状況に応じて、任意の位置に任意の数が設けられる。その形状は、円断面と
したが、角形など形状はこだわらない。
　これらの横孔１２及び縦孔１３には、地中１１からマンホール本体２内に水の流通を許
容し、マンホール本体２内から地中１１への水の流通を遮断する逆止弁１４（図２～図９
参照）が設置される。孔１２，１３の位置、すなわち逆止弁１４を配置する場所は、側壁
２ａにあっては、上下に整列させて等角度間隔に配置してもよいし、例えば、下側に逆止
弁１４を多く配置し、上側を少なく配置してもよい。また、マンホール本体２の底部では
、インバート４ａの両側に沿って、１列又は２列以上に配置してもよい。
【００１０】
　図２～図４は、そのマンホール本体２に配設される逆止弁１４を示す。図２は、逆止弁
１４のマンホール本体２内に向けて配設される側の平面図であり、図３は断面図であり、
図４は地中１１に向けて配設される側の逆止弁１４の底面図である。
　逆止弁１４は、横孔１２及び縦孔１３の内径にほぼ等しい外径を有する円筒状のケース
１６を設け、ケース１６の一端側には、多数の開口１７ａを有するフィルター１７を設け
ている。開口１７ａの大きさ、一定以上の粒径の土砂を通さず水を通す大きさと形状にす
る。逆止弁１４の弁構造は、ケース１６の他端側に配設される基台１９と、弁体２０と、
弁座２１と、バネ２２とから構成される。弁体２０は、フィルター１７に対向して配置さ
れ、弁体２０の先端周囲と弁座２１とが密着して当接ができる。基台１９とケース１６は
固定され、基台１９には排水口１９ａを形成している。
【００１１】
　基台１９と弁体２０との間には、バネ２２が設けられ、通常時における無負荷状態では
、弁体２０がバネ２２の付勢力によって、弁座２１に着座した状態となる。逆止弁１４は
、フィルター１７側から水が浸入し、大きな水圧が弁座２１に負荷すると、弁体２０がバ
ネ２２の付勢力に抗して基台１９側に押圧されて、弁体２０と弁座２１が離間して開弁状
態となる。この逆止弁１４が開弁すると、地中１１から、マンホール本体２内への水が流
入する。バネ２２のバネ常数は、マンホール本体２の高さや、その土地の土砂中の間隙水
の静水圧や地盤環境などにより設定される。
　具体的には、マンホール本体２を埋設した状態で、マンホール本体２が通常時に受ける
静水圧力では逆止弁１４が開状態とならず、地震により地中１１が液状化した状態で逆止
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弁１４が開く圧力にバネ常数を設定する。また、マンホール本体２の胴部ブロック６では
上側に配置した逆止弁１４よりも下側に配置した逆止弁１４では、高さの相違により各々
の位置で受ける圧力が異なるので、下側に配置した逆止弁１４のバネ常数を大きく設定す
るのが好ましい。
【００１２】
　逆止弁１４のマンホール本体２への組込みは、マンホール本体２の底版３や各ブロック
６～８を製造するときに、逆止弁１４を組込むことができる。地中１１に埋設されている
既存のマンホール本体２については、コンクリートカッタでマンホール本体２の側壁２ａ
などに横孔１２を空けて、逆止弁１４を横孔１２に配設したあと、モルタルなどで逆止弁
１４と横孔１２のシールや抜け止めを行う。縦孔１３についても同じである。
【００１３】
　次に、本実施の形態の作用について説明する。
　通常時、逆止弁１４は、静水圧などの圧力が弁体２０に負荷するが、逆止弁１４のバネ
２２の付勢力が大きく、逆止弁１４は開弁しない。
　地震などで、液状化現象が生じた場合は、マンホール本体２を浮上させる浮力がマンホ
ール本体２にかかり、土砂流による液状化水圧が、マンホール本体２の底版３及び側壁２
ａに負荷する。このさい、弁体２０にかかる水圧がバネ２２の付勢力に抗して押圧され、
弁体２０と弁座２１から離れ、逆止弁１４が開く。すると、横孔１２及び縦孔１３がマン
ホール本体２と地中１１側を連通し、地中１１側からマンホール本体２へと水が流入する
。この際、フィルター１７の開口１７ａが篩いの役割を果たし、粒子の大きい土砂のマン
ホール本体２への流入を防止する。
　逆止弁１４が開くことにより、マンホール本体２にかかる浮力は小さくなり、加えてマ
ンホール本体２に流入する水によって、マンホール本体２の見かけの重さが大きくなり、
浮力を抑制する力が生じる。よって、マンホール本体２の浮上が防止される。
【００１４】
　図５～図８は、逆止弁の変形例を示す。なお、上記実施の形態と同一名称のものについ
て、同一符号を付す。
　逆止弁１４のバネ２２は、「引っ張り形式」と「圧縮形式」の両者が適用できる。
　「引っ張り形式」の構造は次のとおりである。
　図５に示すように、逆止弁１４のケース１６が外筒１６ａと内筒１６ｂとで構成され、
内筒１６ｂの一端側にフィルター１７を固定し、内筒１６ｂの他端側開口部に弁座２１を
形成し、弁座２１に弁体２０を着座させている。そして、フィルター１７と弁体２０との
間にバネ２２を引っ張り状態で取付け、弁体２０を弁座２１に着座させる方向に弁体２０
を引き寄せている。フィルター１７側から液状化水が浸入して所定以上の水圧が負荷する
と、バネ２２が、引っ張られ逆止弁１４が開弁する。
【００１５】
　「圧縮形式」の構造は次のとおりである。
　図６に示すように、逆止弁１４のケース１６が外筒１６ａと内筒１６ｂとで構成され、
内筒１６ｂの一端側にフィルター１７を固定し、内筒１６ｂが一端開口側に向かうほど先
細となるテーパー部を形成し、テーパー部の先端部に弁座２１を形成し、弁体２０が弁座
２１に着座するように構成されている。内筒１６ｂの他端側では、蓋２８が外筒１６ａ及
び内筒１６ｂに固定されている。弁体２０には、ケース１６の軸方向に延びるシャフト２
７の一端部を固定し、シャフト２７の他端部は蓋２８に形成した挿通孔２９を貫通して、
シャフト２７の端部にストッパ材としてのナット３０を螺着している。弁体２０と蓋２８
との間にバネ２２を圧縮状態で取付け、バネ２２が弁体２０を弁座２１側に付勢させてい
る。フィルター１７側から所定以上の水圧が負荷すると、シャフト２７が蓋２８の挿通孔
２９を左方に突き抜けるようにして、バネ２２が圧縮されて逆止弁１４が開弁する。
【００１６】
　次に、バネを用いない逆止弁１４について、「重力式」と「摩擦式」を説明する。
　「重力式」の構造は次の通りである。
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　図７に示す逆止弁１４は、マンホール本体２の底部（底版３及びインバートブロック４
）に用いるものである。逆止弁１４のケース１６は、外筒１６ａと内筒１６ｂとで構成さ
れ、内筒１６ｂの一端側にフィルター１７を固定し、内筒１６ｂの他端側開口部に弁体２
０（蓋）を配設する。そして、フィルター１７を下側に弁体２０を上側に配置する。弁体
２０は、内筒１６ｂに形成された段部に載置されるが、重量の重いものを使用する。重量
の調整は、上述のバネと同じであり、通常の埋設時では弁体２０が外れず、液状化時にお
ける水圧で弁体２０が外れるように形成する。フィルター１７側から所定以上の液状化水
圧が負荷すると、弁体２０が持ち上げられて逆止弁１４が開弁する。このように、縦孔１
３を閉塞する重量物が弁体２０となって逆止弁１４を形成する。
【００１７】
　「摩擦式」の構造は次のとおりである。
　図８に示す摩擦式の逆止弁１４は、マンホール本体２の底部と側壁の両者に使用できる
。逆止弁１４のケース１６は、外筒１６ａと内筒１６ｂとで構成され、内筒１６ｂの一端
側にフィルター１７を固定し、内筒１６ｂの他端側開口部に弁体（栓）２０を配設する。
弁体２０の周囲と、内筒１６ｂの拡径部との接触部２１ａには摩擦が発生するようにする
。摩擦力の調整は、上述のバネ２２と同じであり、通常の埋設時では弁体２０が外れず、
液状化時における水圧で弁体２０が外れるように形成する。フィルター１７側から所定以
上の水圧が負荷すると、弁体２０が押圧されて逆止弁１４が開弁する。すなわち、栓状物
が横孔１２又は縦孔１３を閉塞する弁体２０となって、逆止弁１４を形成する。
【００１８】
　マンホール本体２は長期にわたって使用されるものであるため、逆止弁１４は一定期間
経過した場合に、交換する必要が生じる。そのため、以下のように、逆止弁１４をマンホ
ール本体２から着脱できるようにするとよい。着脱方式については、「ボルト連結式」と
「ネジ込み式」などがある。
　「ボルト連結式」の構造は次のとおりである。
　図５に示すように、逆止弁１４のケース１６を外筒１６ａと内筒１６ｂとに分割し、フ
ィルター１７及び弁体２０などの逆止弁としての機能部は、全て内筒１６ｂ側に取付ける
。外筒１６ａと内筒１６ｂとは、密着して脱着できるように形成する。そして、外筒１６
ａと内筒１６ｂの弁体２０がある側の端部にネジ孔（図示せず）を穿設し、固定プレート
３３とボルト３４によって、外筒１６ａと内筒１６ｂを連結させる。マンホール本体２に
は、外筒１６ａのみ固定させ、交換時にはボルト３４を外すことにより、マンホール本体
２から内筒１６ｂを抜き出して交換する。なお、図２～図４、図６～図８に示す逆止弁１
４も、ボルト連結式にして内筒１６ｂを外すことができる。
【００１９】
　「ねじ込み式」の構造は次のとおりである。
　図９に示すように、逆止弁１４のケース１６を外筒１６ａと内筒１６ｂとに分割し、外
筒１６ａの内周面には雌ネジ３１を形成し、内筒１６ｂの外周面には雄ネジ３２を形成し
ている。フィルター１７及び弁体２０などの逆止弁としての機能部は内筒１６ｂ側に取付
ける。マンホール本体２には、外筒１６ａのみ固定させ、交換時には内筒１６ｂを外すこ
とにより、内筒１６ｂを抜き出す。なお、図２～図４、図５～図８に示す逆止弁１４も、
ネジ込み式にしてマンホール本体２から内筒１６ｂを外すことができる。
【００２５】
　以上、本発明の実施の形態について述べたが、本発明の技術的思想に基づき、勿論、本
発明は、種々の変形が可能である。
　例えば、上記第１の実施の形態では、逆止弁１４を用い、第２の実施の形態では、配管
４２を用いてマンホール本体の浮上を防止したが、両者を併用してもよい。
　第１の実施の形態では、コイルバネを用いて説明したが、コイルバネに代えて板バネな
どの他の弾性部材を用いてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
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【図１】本発明の第１の実施の形態における逆止弁方式を採用したマンホール本体の断面
図である。
【図２】図１のマンホール本体に組込まれる逆止弁の平面図である。
【図３】図２のＸ－Ｘ線方向の断面図である。
【図４】図１のマンホール本体に組込まれる逆止弁の底面図である。
【図５】図２～図４の逆止弁の変形例（バネ引っ張り式及びボルト連結式）であり、Ａは
逆止弁の平面図、Ｂは断面図、Ｃは底面図である。
【図６】図２の逆止弁の変形例（バネ圧縮式）であり、Ａは逆止弁の平面図、Ｂは断面図
、Ｃは底面図である。
【図７】図２の逆止弁の変形例（重力式）であり、Ａは逆止弁の平面図、Ｂは断面図、Ｃ
は底平面図である。
【図８】図２の逆止弁の変形例（摩擦式）であり、Ａは逆止弁の平面図、Ｂは断面図、Ｃ
は底平面図である。
【図９】図２の逆止弁の変形例（ネジ込み式）であり、Ａは逆止弁の平面図、Ｂは断面図
、Ｃは底平面図である。
【符号の説明】
【００２７】
１　マンホール
２　マンホール本体
３　底版
４　インバートブロック
６　胴部ブロック
７　上部ブロック
８　開口部ブロック
１１　地中
１２　横孔
１３　縦孔
１４　逆止弁
１６ａ　外筒
１６ｂ　内筒
１７　フィルター
２１　弁座
２６　内筒
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